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は
じ
め
に

　

ベ
ト
ナ
ム
の
経
済
発
展
が
注
目
さ
れ

て
久
し
い
。
同
国
で
は
共
産
党
に
よ
る

一
党
支
配
が
続
い
て
い
る
。
し
か
し
、

経
済
領
域
に
比
べ
て
地
味
と
は
い
え
、

政
治
領
域
で
も
省
庁
の
統
廃
合
、
行
政

手
続
き
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
窓
口
政
策

の
実
施
な
ど
国
家
機
構
の
効
率
化
、
簡

素
化
に
向
け
た
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ

て
い
る
。

　

二
〇
〇
八
年
一
一
月
一
五
日
、
第
一

二
期
第
四
回
国
会
で
県
、
郡
、
坊
の
人

民
評
議
会
不
組
織
の
試
験
的
実
行
に
関

す
る
国
会
決
議
が
可
決
さ
れ
た
（
図
1

参
照
、
人
民
評
議
会
は
ベ
ト
ナ
ム
の
地

方
議
会
）。
本
稿
で
は
同
試
み
の
う
ち
、

県
級
に
位
置
す
る
県
、
郡
人
民
評
議
会

不
組
織
の
試
験
的
実
行
に
焦
点
を
絞

り
、
試
験
的
実
施
が
決
め
ら
れ
た
背
景

に
ど
の
よ
う
な
論
理
・
ア
イ
デ
ア
が
存

在
し
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
に
し
た

い
。

　

県
級
は
中
央
、
省
級
、
県
級
、
社
級

の
四
層
で
構
成
さ
れ
る
現
在
の
ベ
ト
ナ

ム
国
家
機
構
に
あ
っ
て
、
省
か
ら
始
ま

る
地
方
制
度
の
中
間
級
を
構
成
し
て
き

た
。
試
験
的
不
組
織
の
結
果
い
か
ん
で

は
こ
の
中
間
級
の
約
九
二
・
七
％
を
占

め
る
県
（
約
八
五
・
六
％
）、郡
（
約
七
・

一
％
）
の
人
民
評
議
会
が
ベ
ト
ナ
ム
の

地
方
行
政
機
構
か
ら
取
り
除
か
れ
る
可

能
性
が
あ
る
（
表
1
参
照
）。
も
し
そ

う
な
れ
ば
県
級
と
し
て
残
さ
れ
る
の
は

わ
ず
か
七
・
三
％
を
占
め
る
市
社
・
省

直
属
市
の
み
と
な
る
。
ベ
ト
ナ
ム
の
国

家
機
構
の
将
来
像
に
関
す
る
政
府
の
具

体
的
な
諸
方
針
に
関
す
る
資
料
は
入
手

し
得
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
動
き

図1．ベトナムの国家機構

（出所）1992年憲法（2001年12月25日、第10期第10回国会で修正・
補充）118条に基づいて筆者作成。

（注）丸枠の数字は各級に対応する。中央に国会と政府が設置さ
れるほか、省級から始まる地方行政級の行政単位それぞれに地方
議会である人民評議会、地方行政を担う人民委員会が設置される。
各級、行政単位にそれぞれ共産党機関が設けられている。

表1　ベトナムの行政区分構成

行政レベル 名　称 数

省　級
中央直轄市 5

省 58

県　級

郡 46

省属市 44

市　社 47

県 553

社　級

坊 1,327

市　鎮 617

社 9,111

（出所）参考文献③15ページより筆者作成。
（注）数字は2008年12月31日現在。
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は
四
層
構
造
か
ら
三

層
構
造
を
基
本
と
す

る
形
へ
の
転
換
と
い

う
、
現
行
の
ベ
ト
ナ

ム
国
家
機
構
に
対
す

る
大
き
な
変
更
を
視

野
に
い
れ
た
動
き
で

は
な
い
か
と
推
察
さ

れ
る
。

　

先
に
記
し
た
予
想

さ
れ
る
残
存
県
級
行
政
区
の
圧
倒
的
な

少
な
さ
以
外
の
上
記
推
察
の
根
拠
は
以

下
の
通
り
で
あ
る
。

　

ひ
と
つ
に
は
、
市
社
・
省
属
市
（
省

に
属
す
る
市
）
は
通
常
、
坊
（
都
市
部

の
末
端
行
政
単
位
）
と
社
（
農
村
部
の

末
端
行
政
単
位
）
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

省
の
中
心
地
を
構
成
す
る
市
社
・
省
属

市
は
都
市
化
が
進
ん
で
お
り
、
例
え
ば

二
〇
〇
〇
年
の
状
況
を
見
て
も
半
数
超

（
後
者
に
至
っ
て
は
七
割
超
）
が
坊
に

よ
り
構
成
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
坊

に
お
け
る
人
民
評
議
会
が
消
失
し
た
場

合
、
市
社
・
省
属
市
の
人
民
評
議
会
の

傘
下
に
入
る
こ
と
は
現
実
的
か
つ
無
理

の
少
な
い
選
択
肢
と
し
て
考
え
ら
れ
る

こ
と
。

　

二
つ
に
は
、
省
の
中
心
地
で
あ
る
市

社
・
省
属
市
と
同
様
に
こ
れ
ま
で
ベ
ト

ナ
ム
の
第
三
級
行
政
区
を
構
成
し
そ
れ

ら
都
市
部
の
周
り
に
位
置
し
て
き
た
県

に
お
い
て
、
中
心
地
を
形
成
す
る
市
鎮

と
、
農
村
部
の
末
端
行
政
単
位
で
あ
る

社
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
実
験
対
象
か

ら
は
外
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て

は
独
立
し
た
形
で
人
民
評
議
会
が
維
持

さ
れ
る
公
算
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
。

　

三
つ
に
は
、
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
ベ

ト
ナ
ム
各
地
訪
問
の
経
験
に
基
づ
け

ば
、
市
社
・
省
属
市
は
中
央
直
下
に
位

置
す
る
第
二
級
行
政
区
で
あ
る
省
の
中

心
地
区
を
形
成
す
る
。
ま
た
、
省
の
中

心
地
区
で
あ
る
市
社
、
省
属
市
と
同
様

に
第
三
級
行
政
区
を
構
成
し
、
そ
れ
ら

の
周
辺
に
位
置
す
る
県
に
お
い
て
、
市

鎮
は
中
心
地
区
を
形
成
し
て
い
る
。
そ

し
て
社
は
農
村
部
に
お
け
る
末
端
行
政

単
位
を
形
成
し
て
い
る
。
例
え
ば
日
本

の
普
通
公
共
団
体
の
市
町
村
も
そ
れ
ぞ

れ
そ
の
規
模
は
異
な
れ
ど
、
国
家
機
構

に
お
い
て
同
じ
第
三
層
を
形
成
し
て
い

る
。
ベ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
市
社
・
省
属

市
、
市
鎮
、
社
が
同
じ
第
三
層
を
構
成

表3　県、郡、坊の人民評議会不設置が試験的に実施される地方の地域区分

地域名 数 名　称

北部内陸・山岳地域 1（7.14％） 　ラオカイ省

紅河デルタ地域 3（27.3％）

　ヴィンフック省

◆ハイフォン市

　ナムディン省

中部北方・沿海地域 3（21.4％）

　クアンチ省

◆ダナン市

　フーイェン省

中部高原地域 0

南部東方地域 2（33.3％）
　バリア＝ブンタウ省

◆ホーチミン市

メコンデルタ地域 1（7.7％） 　キエンザン省

（出所）参考文献③15〜17ページに基づき筆者作成。
（注）地域区分も参考文献③に従った。数の欄のカッコ内の数字は当該地域内の省・中央直轄市総数に占め

る割合。◆は中央直轄市。

表2　県、郡、坊の人民評議会不設置が試験的に実施される地方

国会常務委員会への政府答申案 決定案

全国：10省・中央直轄市、67県、32郡、483坊 全国：10省・中央直属市（15.9％）、67県（12.1％）、32郡（69.6％）、483坊（36.4％）

ラオカイ省：8県、12坊 ラオカイ省：8県（100％）、12坊（100％）

ヴィンフック省：7県、13坊 ヴィンフック省：7県（100％）、13坊（100％）

ハイフォン市：7県、7郡、70坊 ハイフォン市：7県（87.5％）、7郡（100％）、70坊（100％）

ナムディン省：9県、20坊 ナムディン省：9県（100％）、20坊（100％）

クアンチ省：7県、13坊 クアンチ省：7県（87.5％）、13坊（100％）

ダナン市：1県、6郡、45坊 ダナン市：1県（50％）、6郡（100％）、45坊（100％）

フーイェン省：7県、12坊 フーイェン省：7県（87.5％）、12坊（100％）

バリア＝ヴンタウ省：5県、24坊 バリア＝ヴンタウ省：5県（83.3％）、24坊（100％）

ホーチミン市：5県、19郡、259坊 ホーチミン市：5県（100％）、19郡（100％）、255坊（98.5％）

キエンザン省：11県、15坊 キエンザン省：11県（91.7％）、15坊（100％）

（出所）Nhan dan紙2009年1月16日、2月27日付、参考文献③15〜17ページに基づき筆者作成。
（注）決定案部分のカッコ内の数字は当該行政単位の当該地域内行政単位数に占める割合。参考文献③掲載の2008年

12月31日現在の数字に基づき計算。政府答申案と決定案は同じ内容のため、決定案部分にのみ記す。
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す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
何
ら
お

か
し
い
こ
と
で
は
な
い
こ
と
。

　

最
後
に
は
、
中
央
直
轄
市
の
直
接
の

下
級
行
政
単
位
で
あ
る
郡
は
主
に
坊
か

ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
も
し
郡
、
坊
の

人
民
評
議
会
が
消
失
し
た
場
合
、
単
純

に
考
え
れ
ば
中
央
を
含
め
た
二
層
構
造

に
な
る
。
し
か
し
、
中
央
直
轄
市
は
現

在
ハ
ノ
イ
市
、
ハ
イ
フ
ォ
ン
市
、
ダ
ナ

ン
市
、
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
、
カ
ン
ト
ー
市

の
五
つ
の
み
で
あ
り
、
全
体
の
動
き
を

「
三
層
構
造
を
基
本
と
す
る
形
」
へ
の

転
換
を
模
索
す
る
動
き
と
捉
え
た
と
し

て
も
、
そ
う
し
た
理
解
を
妨
げ
る
も
の

で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
以
上

で
あ
る
。

　

本
稿
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

は
じ
め
に
二
〇
〇
八
年
一
一
月
一
五
日

に
試
験
的
な
実
施
が
決
め
ら
れ
た
施
策

の
内
容
に
つ
い
て
見
る
。
つ
ぎ
に
、
県

級
人
民
評
議
会
の
不
必
要
性
に
つ
い
て

一
九
九
九
年
の
段
階
で
既
に
論
じ
て
い

た
レ
・
ミ
ン
・
ト
ン
（
国
家
と
法
研
究

所
副
所
長
＝
役
職
当
時
）
の
「
各
級
人

民
評
議
会
・
人
民
委
員
会
の
組
織
と
活

動
の
刷
新
」（
参
考
文
献
①
、
以
下
ト
ン

論
考
）
に
注
目
し
、
そ
の
内
容
を
吟
味

す
る
。
そ
し
て
、
同
論
考
を
手
が
か
り

と
し
て
な
ぜ
県
、
郡
の
人
民
評
議
会
の

不
組
織
が
試
験
的
に
実
行
さ
れ
る
こ
と

が
決
め
ら
れ
た
の
か
、
そ
の
ア
イ
デ
ア

の
論
拠
に
迫
る
。
最
後
に
、
ベ
ト
ナ
ム

に
お
け
る
国
家
機
構
再
構
築
の
模
索
に

お
い
て
同
試
み
が
持
つ
含
意
に
つ
い
て

考
察
し
、
結
び
と
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
　
試
験
的
実
施
の
決
定
と
そ
の

後
の
流
れ

　

本
稿
で
注
目
す
る
県
、
郡
、
坊
の
人

民
評
議
会
不
組
織
の
試
験
的
実
行
に
関

す
る
国
会
決
議
は
、
二
〇
〇
八
年
一
一

月
一
五
日
、
第
一
二
期
第
四
回
国
会
で

可
決
さ
れ
た
。
同
決
議
は
二
〇
〇
九
年

四
月
一
日
に
発
効
し
、
二
〇
〇
九
年
四

月
二
五
日
か
ら
試
験
的
実
施
が
行
わ
れ

る
こ
と
に
な
り
、
国
会
常
務
委
員
会
が

中
心
的
な
任
務
を
果
た
す
こ
と
が
定
め

ら
れ
た
。
同
実
験
の
終
了
時
期
は
、
国

会
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
。

　

二
〇
〇
九
年
一
月
一
五
〜
一
六
日
に

開
催
さ
れ
た
第
一
二
期
第
一
六
回
国
会

常
務
委
員
会
に
お
い
て
、
県
、
郡
、
坊

県、郡、坊における人民評議会不設置の試みが実施されているベトナム中部のダナ
ン市（写真上下とも）。生活環境が変容する中でべトナムの人々は日々暮らしている

（筆者撮影）
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の
人
民
評
議
会
不
組
織
の
試
験
的
実
行

が
実
施
さ
れ
る
地
方
リ
ス
ト
に
つ
い
て

の
政
府
答
申
が
提
出
さ
れ
、
同
試
験
的

実
行
は
一
〇
省
・
中
央
直
轄
市
、
六
七

県
、
三
二
郡
、
四
八
三
坊
で
実
施
さ
れ

る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
（
表
2
参
照
）。

全
国
レ
ベ
ル
で
は
実
行
さ
れ
る
割
合
が

行
政
単
位
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
の
、

対
象
地
と
し
て
定
め
ら
れ
た
省
・
中
央

直
轄
市
で
は
、
管
轄
内
の
該
当
行
政
単

位
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
で
実
験
が
実
施

さ
れ
る
。

　

試
験
的
実
施
の
対
象
地
に
は
北
部
、

中
部
、
南
部
に
位
置
す
る
中
央
直
轄
市

が
そ
れ
ぞ
れ
含
ま
れ
、
山
岳
地
方
、
沿

海
地
方
な
ど
ベ
ト
ナ
ム
の
地
理
的
特
徴

に
沿
っ
た
候
補
地
の
選
択
が
な
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
選
択
数
、
選
択
比
率
に

ば
ら
つ
き
は
あ
る
も
の
の
、
中
部
高
原

地
域
を
除
く
、
こ
こ
で
挙
げ
た
六
地
域

の
す
べ
て
か
ら
試
験
的
実
施
の
地
が
選

ば
れ
て
い
る
（
表
3
参
照
）。
こ
う
し

た
配
慮
が
な
さ
れ
た
の
は
、
試
験
的
実

施
の
結
果
い
か
ん
で
は
、
ベ
ト
ナ
ム
全

土
に
お
け
る
同
施
策
の
適
用
を
念
頭
に

お
い
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

続
い
て
二
〇
〇
九
年
三
月
六
日
に
ズ

ン
首
相
が
県
、
郡
、
坊
人
民
評
議
会
不

組
織
の
試
験
的
実
行
中
央
指
導
委
員
会

の
設
立
を
決
定
し
、
自
ら
委
員
長
を
務

め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
二
〇
〇

九
年
三
月
一
二
日
に
は
党
政
治
局
が

県
、
郡
、
坊
の
人
民
評
議
会
不
組
織
の

試
験
的
実
行
の
領
導
に
つ
い
て
指
示
を

出
し
て
い
る
。
同
指
示
に
お
い
て
は
、

同
試
み
の
実
施
目
的
は
「
民
が
豊
か
で

国
が
強
く
、
公
正
で
民
主
的
で
文
明
的

な
社
会
の
実
現
と
い
う
目
標
の
た
め

に
、
そ
し
て
人
民
の
、
人
民
に
よ
る
、

人
民
の
た
め
の
社
会
主
義
法
権
国
家
の

建
設
、
工
業
化
・
現
代
化
事
業
を
推
進

す
る
と
い
う
要
求
を
満
た
す
た
め
に
、

国
家
行
政
機
構
の
統
一
性
、
通
暁
性
、

効
率
、
効
果
を
保
全
す
る
」
こ
と
に
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。

二
　
ト
ン
論
考

　

そ
れ
で
は
こ
う
し
た
施
策
は
ど
の
よ

う
な
論
理
・
ア
イ
デ
ア
を
背
景
に
登
場

し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
節
以
降
、
先
に
記
し
た
よ
う
に
県

級
人
民
評
議
会
を
組
織
す
る
こ
と
の
不

必
要
性
に
つ
い
て
一
九
九
九
年
の
段
階

で
既
に
論
じ
て
い
た
ト
ン
論
考
（
参
考

文
献
①
）
を
手
が
か
り
と
し
て
、
県
、

郡
に
お
け
る
人
民
評
議
会
の
不
組
織
を

試
み
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
の
論
拠
に
つ

い
て
考
え
る
。
同
論
考
は
ベ
ト
ナ
ム
政

府
に
属
す
る
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
社
会
科

学
院
傘
下
の
「
国
家
と
法
研
究
所
」
が

発
行
す
る
専
門
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
考

で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
今

回
の
試
験
的
不
組
織
の
結
果
い
か
ん
で

は
こ
の
地
方
行
政
級
に
お
け
る
中
間
級

の
約
九
二
・
七
％
を
占
め
る
県
（
約
八

五
・
六
％
）、
郡
（
約
七
・
一
％
）
の

人
民
評
議
会
が
ベ
ト
ナ
ム
の
国
家
機
構

か
ら
取
り
除
か
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

残
さ
れ
た
県
級
行
政
単
位
と
社
級
行
政

単
位
を
合
わ
せ
て
日
本
の
普
通
地
方
公

共
団
体
で
あ
る
市
町
村
に
相
当
す
る
レ

ベ
ル
を
設
定
し
、
ベ
ト
ナ
ム
の
国
家
機

構
を
現
行
の
中
央
政
府
か
ら
基
礎
レ
ベ

ル
に
至
る
四
層
構
造
か
ら
、
三
層
構
造

に
転
換
す
る
こ
と
を
模
索
し
た
動
き
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
筆
者
が
海

外
派
遣
員
と
し
て
一
九
九
九
〜
二
〇
〇

一
年
に
ベ
ト
ナ
ム
の
首
都
ハ
ノ
イ
に
赴

任
中
、
同
論
考
の
考
え
方
に
政
府
筋
高

位
の
老
幹
部
も
賛
同
し
評
価
を
示
し
て

い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
構
想
は
少

な
く
と
も
一
部
の
政
府
関
係
者
の
間
で

は
長
ら
く
温
め
ら
れ
て
き
た
も
の
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
古
田

元
夫
東
京
大
学
大
学
院
教
授
が
ベ
ト
ナ

ム
の
地
方
国
家
機
構
は
「
制
度
と
し
て

は
き
わ
め
て
中
央
集
権
的
で
、
厳
密
な

意
味
で
の
地
方
自
治
体
は
存
在
し
て
い

な
い
わ
け
だ
が
、
実
態
と
し
て
は
地
方

の
自
律
性
は
き
わ
め
て
高
い
」
と
指
摘

す
る
現
実
が
あ
る
（
参
考
文
献
②
、
四

一
ペ
ー
ジ
）。
今
日
的
、将
来
的
な
「
地

方
分
権
」
の
意
義
を
否
定
す
る
も
の
で

は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
中
央
政
府
を

中
心
と
す
る
国
づ
く
り
と
い
う
観
点
か

ら
す
れ
ば
、
現
状
を
肯
定
的
に
は
捉
え

難
い
と
い
う
当
局
の
立
場
が
反
映
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ト
ン
論
考
を
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の

は
、
試
験
的
な
段
階
と
は
い
え
、
そ
こ

で
考
察
さ
れ
た
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
の
一
端

が
約
一
〇
年
と
い
う
時
を
経
て
、
実
施

に
向
け
て
動
き
出
し
た
こ
と
を
筆
者
が

直
に
確
認
し
得
た
こ
と
を
契
機
と
し
て

い
る
。い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
こ
と
は
、

一
〇
年
以
上
前
に
認
め
ら
れ
た
ト
ン
論

考
が
す
ぐ
れ
て
今
日
的
な
問
題
を
論
じ

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

二
〇
〇
〇
年
七
月
一
三
日
の
越
米
通

商
協
定
の
締
結
（
ベ
ト
ナ
ム
時
間
の
二

〇
〇
一
年
一
二
月
一
一
日
発
効
）
を
大

き
な
契
機
と
し
た
ベ
ト
ナ
ム
の
国
際
経

済
へ
の
参
入
は
、
二
〇
〇
一
年
一
一
月

二
七
日
の
党
政
治
局
指
示
に
基
づ
く
、

国
内
に
お
け
る
新
た
な
状
況
へ
の
対

応
、
適
応
を
促
し
た
。
そ
し
て
一
九
九

五
年
の
加
盟
申
請
以
来
一
〇
年
を
越
え

る
交
渉
を
経
て
、
二
〇
〇
七
年
一
月
一

一
日
、
ベ
ト
ナ
ム
は
世
界
貿
易
機
関

（
W
T
O
）
へ
の
正
式
加
盟
を
果
た
し

た
。
こ
の
よ
う
に
国
際
経
済
参
入
の
流

れ
が
一
層
本
格
化
・
加
速
す
る
中
で
、

ベ
ト
ナ
ム
当
局
が
国
家
機
構
の
効
率
的

な
機
能
、
作
動
の
実
現
を
目
的
と
し
た

よ
り
根
本
的
、
本
格
的
な
動
き
が
必
要

と
判
断
す
る
段
階
に
達
し
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
以
下
、
同
論
考
の
全
体

的
内
容
に
つ
い
て
見
た
上
で
、
当
局
が

県
、
郡
の
人
民
評
議
会
不
組
織
を
試
す

必
要
が
あ
る
と
の
判
断
に
至
る
、
そ
の

論
拠
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
し
た

い
。

三
　
ト
ン
論
考
の
概
要

　

ト
ン
論
考
（
参
考
文
献
①
）
は
ベ
ト
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ナ
ム
の
国
家
機
構
に
つ
い
て
、
中
央
・

地
方
の
関
係
を
軸
に
考
察
し
た
も
の
で

あ
る
。

　

ト
ン
は
ま
ず
冒
頭
で
、
ベ
ト
ナ
ム
の

国
家
機
構
の
刷
新
事
業
に
つ
い
て
考
え

る
際
に
は
中
央
と
地
方
の
関
係
に
着
目

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
、「
継
続
的
に
明
ら
か
に
す
る
必
要

が
あ
る
問
題
は
中
央
に
お
け
る
国
家
機

構
と
地
方
に
お
け
る
国
家
権
力
機
構
間

の
権
力
関
係
で
あ
る
」と
指
摘
す
る（
二

七
ペ
ー
ジ
）。

　

理
論
上
、国
家
主
権
は
唯
一
で
あ
り
、

中
央
の
国
家
権
力
に
よ
り
代
表
さ
れ

る
。
こ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
中
央
政
府

と
の
関
係
に
お
い
て
「
地
方
政
府
体
系

は
直
属
（truc thuoc

）
の
政
府
体
系

で
あ
る
」（
二
七
ペ
ー
ジ
）。
し
か
し
、

こ
の
「
直
属
」
は
絶
対
的
な
性
質
を
帯

び
た
も
の
で
は
な
く
、「
各
級
地
方
政

府
の
組
織
と
活
動
は
、
上
級
へ
の
直
属

と
地
方
自
身
の
主
体
性
・
自
主
性
の
間

の
衝
突
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
」。

そ
こ
で
、中
央
と
地
方
の
関
係
を
律
し
、

定
め
る
原
則
と
し
て
「
民
主
集
中
の
原

則
」
が
挙
げ
ら
れ
る
（
二
八
ペ
ー
ジ
）。

基
本
的
に
「
民
主
集
中
原
則
」
と
は
、

ひ
と
つ
に
は
組
織
内
で
は
率
直
か
つ
自

由
に
議
論
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
、

二
つ
に
は
、
決
定
に
際
し
て
は
構
成
員

の
過
半
数
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
、
三
つ

め
に
は
下
級
は
上
級
、
少
数
者
は
多
数

者
、
個
人
は
組
織
に
従
う
、
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
こ
の
「
民
主
集
中
の
原
則
」

は
法
的
に
は
内
容
が
未
だ
明
確
に
さ
れ

て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
国
家
機
関

の
活
動
の
実
践
に
お
い
て
は
、時
に「
集

中
」
が
強
調
さ
れ
す
ぎ
て
官
僚
主
義
と

な
る
か
、
あ
る
い
は
逆
に
「
民
主
」
が

強
調
さ
れ
す
ぎ
て
無
紀
律
に
陥
る
と
い

う
こ
と
が
、
避
け
ら
れ
な
い
。

　

中
央
と
地
方
の
文
脈
で
こ
う
し
た
問

題
を
解
く
方
式
と
し
て
は
「
分
級
」
が

あ
る
。「
分
級
」
と
は
「
上
級
の
管
理

機
関
か
ら
下
級
の
管
理
機
関
に
管
轄
・

任
務
・
責
任
を
移
す
こ
と
で
あ
る
」（
二

八
ペ
ー
ジ
）。

　

こ
こ
で
「
中
央
に
よ
る
統
一
的
管
理

と
地
方
に
よ
る
自
主
権
を
保
障
す
る
と

い
う
要
求
を
満
た
す
た
め
に
、
部
門
に

し
た
が
っ
た
国
家
管
理
と
領
土
に
し
た

が
っ
た
国
家
管
理
を
結
び
つ
け
る
原
則

を
ど
の
よ
う
に
定
め
る
の
か
、
と
い
う

実
践
的
問
題
が
浮
上
す
る
」（
二
八
ペ
ー

ジ
）。

　

ト
ン
は
こ
う
し
た
問
い
か
け
を
し
た

後
、
ベ
ト
ナ
ム
の
文
脈
に
お
い
て
、
ま

ず
国
会
と
地
方
議
会
で
あ
る
人
民
評
議

会
が
ど
の
よ
う
な
関
係
と
し
て
定
め
ら

れ
て
い
る
の
か
、
つ
ぎ
に
地
方
の
行
政

執
行
機
関
で
あ
る
各
級
人
民
委
員
会
と

政
府
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
定
め
ら
れ

て
い
る
の
か
、
に
つ
い
て
考
え
る
。
前

者
に
つ
い
て
は
、「
国
会
の
最
も
重
要

な
機
能
は
立
法
で
あ
り
、
人
民
評
議
会

の
主
た
る
機
能
は
自
ら
管
理
し
、
法
律

を
執
行
す
る
こ
と
で
あ
る
」。
ま
た
、

人
民
評
議
会
の
活
動
に
対
し
て
国
会
は

検
査
、
監
視
、
活
動
の
指
導
を
行
う
も

の
の
、「
権
力
・
代
表
機
関
の
縦
関
係

（he thong doc

）
は
存
在
し
得
な
い
」

と
両
者
の
関
係
を
結
論
付
け
る
（
二
九

ペ
ー
ジ
）。

　

つ
ぎ
に
、
後
者
の
政
府
と
各
級
人
民

委
員
会
間
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
国
会

と
人
民
評
議
会
の
関
係
と
は
異
な
り
、

法
理
論
上
も
実
践
上
も
各
級
人
民
委
員

会
は
直
属
の
秩
序
関
係
（quan he 

thu bac truc thuoc

）
に
従
っ
た
政

府
の
下
級
機
関
で
あ
る
と
す
る
（
二
九

ペ
ー
ジ
）。

　

こ
う
し
た
制
度
に
対
す
る
理
解
は
、

前
者
に
つ
い
て
は
中
央
政
府
の
地
方
政

府
の
活
動
に
対
す
る
統
一
的
指
導
性
と

検
察
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は

な
い
か
、
後
者
に
つ
い
て
は
各
級
地
方

政
府
の
自
主
権
、
創
造
的
可
能
性
を
失

わ
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
二
点
の
現
実
的
可
能
性
を
想
起
さ
せ

る
。
こ
れ
ら
の
懸
念
を
克
服
す
る
た
め

に
、
ト
ン
は
「
国
家
行
政
機
関
に
対
す

る
集
中
的
要
素
の
強
化
、
各
級
人
民
評

議
会
に
対
す
る
民
主
的
要
素
の
強
化
と

い
う
二
つ
の
方
向
性
に
従
っ
て
、
中
央

政
府
と
地
方
政
府
間
の
関
係
に
お
け
る

民
主
集
中
原
則
を
よ
り
明
確
に
定
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
（
三
〇
〜

三
一
ペ
ー
ジ
）。

⑴ 

人
民
評
議
会
の
位
置
付
け

　

つ
ぎ
に
、
人
民
評
議
会
の
考
察
に

戻
っ
た
ト
ン
は
、
人
民
評
議
会
に
つ
い

て
文
言
上
定
め
ら
れ
た
権
限
と
そ
の
現

実
的
執
行
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
つ
い
て

指
摘
す
る
。
法
制
度
上
、
人
民
評
議
会

は
権
力
的
性
質
、
代
表
的
性
質
の
二
つ

を
帯
び
る
が
、
地
方
に
お
け
る
一
国
家

権
力
機
関
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
人

民
評
議
会
は
文
言
上
の
管
轄
と
実
際
の

能
力
の
間
に
か
な
り
大
き
な
開
き
が
あ

る
と
い
う
（
三
一
ペ
ー
ジ
）。
な
ぜ
上

記
の
よ
う
な
状
況
が
生
じ
る
の
か
？　

そ
れ
は
、
ひ
と
つ
に
は
人
民
評
議
会
は

法
律
を
制
定
す
る
権
利
を
持
た
ず
、
他

方
で
会
期
に
お
い
て
決
議
を
可
決
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
法
律
を
執
行
す
る
義
務

を
持
つ
が
、
そ
の
執
行
面
は
行
政
機
関

で
あ
る
人
民
委
員
会
が
担
う
た
め
で
あ

る（
三
一
〜
三
二
ペ
ー
ジ
）。二
つ
に
は
、

人
民
評
議
会
の
業
務
機
構
は
未
だ
具
体

的
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
人
民
評
議

会
の
活
動
、
活
動
の
た
め
の
機
構
は
、

実
際
に
は
省
級
、
県
級
の
人
民
評
議
会

常
任
、
人
民
評
議
会
の
各
委
員
会
、
社

級
人
民
評
議
会
の
議
長
、
副
議
長
の
み

で
あ
り
、
自
身
が
活
動
を
組
織
す
る
た

め
の
現
実
的
な
力
は
未
だ
生
み
出
せ
て

は
い
な
い
。「
そ
の
た
め
、
人
民
評
議

会
の
役
割
は
会
期
と
可
決
さ
れ
た
決
議

の
リ
ス
ト
の
下
に
確
立
さ
れ
る
の
み
」

と
い
う
状
況
と
な
る
（
三
二
ペ
ー
ジ
）。

そ
の
結
果
と
し
て
、
現
実
に
は
、
地
方

に
お
け
る
国
家
行
政
機
関
で
あ
る
人
民

委
員
会
が
実
権
を
有
す
る
機
関
と
な

る
。
三
つ
に
は
、「
人
民
評
議
会
は
地
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方
予
算
案
を
決
定
し
、
決
算
を
承
認
す

る
機
関
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
地
方

予
算
を
直
接
把
握
し
て
は
い
な
い
」（
三

二
ペ
ー
ジ
）。
そ
の
た
め
、
現
実
に
は

人
民
委
員
会
が
こ
の
側
面
で
も
実
質
的

な
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
以
上
の

認
識
か
ら
、
人
民
評
議
会
の
権
力
の
性

質
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
出
て
く

る
と
ト
ン
は
指
摘
す
る
。

　

人
民
評
議
会
は
、
地
方
に
お
け
る
国

家
権
力
機
関
で
あ
る
と
さ
れ
な
が
ら
、

実
際
に
は
連
邦
国
家
構
造
内
の
制
限
さ

れ
た
一
国
家
（m

ot N
ha nuoc thu 

hep cua cau truc lien bang

）
の
よ

う
に
さ
え
も
自
身
を
組
織
す
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、「
人

民
評
議
会
の
国
家
権
力
性
は
、
人
民
評

議
会
を
本
当
に
国
家
権
力
機
関
の
実
行

に
お
け
る
ひ
と
つ
の
実
権
機
関
と
す
る

た
め
の
法
理
・
組
織
・
物
質
・
技
術
的

条
件
の
確
定
が
伴
っ
て
い
な
い
」
の
で

あ
る
（
三
三
ペ
ー
ジ
）。

　

そ
こ
で
ト
ン
は
、
ベ
ト
ナ
ム
が
法
権

国
家
（N

ha nuoc phap quyen

）
を

建
設
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
人
民
評

議
会
が
地
方
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め

の
十
分
な
能
力
を
有
す
る
実
権
機
関
と

し
て
機
能
し
、
そ
れ
と
同
時
に
領
土
全

体
に
お
け
る
国
家
権
力
も
保
全
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
し
て

以
下
の
よ
う
な
結
論
の
方
向
性
を
見
出

す
。「
人
民
評
議
会
は
地
方
に
お
け
る

自
己
管
理
機
関
（co quan tu quan

）

で
あ
り
、
人
民
の
意
志
、
願
望
、
主
人

と
な
る
権
利
を
代
表
し
、
人
民
に
よ
っ

て
選
出
さ
れ
、
地
方
人
民
と
上
級
国
家

機
関
に
対
し
て
責
任
を
負
う
」（
三
三

ペ
ー
ジ
）、「
人
民
評
議
会
は
、
自
己
管

理
制
度
の
管
轄
範
囲
に
お
い
て
地
方
の

人
民
を
代
表
し
、
地
方
の
問
題
を
自
ら

解
決
す
る
、
地
方
の
自
己
管
理
機
関
と

な
る
」（
三
六
ペ
ー
ジ
）。

　

こ
れ
は
、
人
民
評
議
会
を
「
地
方
に

お
け
る
国
家
権
力
機
関
」
と
位
置
付
け

る
の
で
は
な
く
、「
地
方
に
お
け
る
自

己
管
理
機
関
」
と
規
定
し
、
地
方
人
民

に
対
し
て
責
任
を
負
う
形
と
す
る
こ
と

で
、
実
権
機
関
と
し
て
人
民
評
議
会
が

機
能
し
得
る
地
歩
を
与
え
る
と
と
も

に
、
そ
の
一
方
で
「
上
級
国
家
機
関
に

対
し
て
責
任
を
負
う
」
と
す
る
こ
と
で

一
国
内
に
お
け
る
人
民
評
議
会
の
公
的

な
役
割
を
担
う
形
を
整
え
、
国
内
的
統

一
性
を
担
保
す
る
よ
う
に
構
想
し
た
も

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

⑵ 

人
民
委
員
会
の
「
二
重
の
直
属
」

　

つ
ぎ
に
、
縦
の
権
力
関
係
に
お
け
る

中
央
政
府
と
地
方
政
府
間
の
関
係
を
理

解
す
る
に
は
、
人
民
評
議
会
の
役
割
・

性
質
を
理
解
す
る
だ
け
で
な
く
、
人
民

評
議
会
と
人
民
委
員
会
の
関
係
を
さ
ら

に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
考
え
に

基
づ
き
、
考
察
が
行
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
ト
ン
が
注
目
す
る
の
は
、
ベ

ト
ナ
ム
の
人
民
委
員
会
が
持
つ
「
二
重

の
直
属
（song trung truc thuoc

）」

の
問
題
で
あ
る（
三
〇
、三
四
ペ
ー
ジ
）。

「
二
重
の
直
属
」
と
は
、
人
民
委
員
会

が
法
規
定
上
、
以
下
の
二
つ
の
性
格
を

持
つ
こ
と
に
由
来
す
る
。ひ
と
つ
に
は
、

人
民
委
員
会
は
人
民
評
議
会
に
よ
り
選

出
さ
れ
る
た
め
、
同
級
人
民
評
議
会
の

執
行
機
関
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
こ

と
、
二
つ
に
は
、
上
級
行
政
機
関
の
執

行
機
関
と
し
て
の
性
格
を
与
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
、
で
あ
る
。
ト
ン
は
以
下
に

記
す
理
由
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
人
民

委
員
会
の
「
二
重
の
直
属
」
は
、
人
民

委
員
会
に
対
す
る
指
揮
、
監
視
活
動
に

お
け
る
限
界
、
不
足
を
生
じ
さ
せ
る
と

考
え
る
。

　

ま
ず
人
民
評
議
会
と
の
関
係
に
つ
い

て
は
、「
人
民
委
員
会
は
人
民
評
議
会

の
執
行
機
関
で
あ
る
が
、
相
当
程
度
の

独
立
的
位
置
を
占
め
て
お
り
、
地
方
の

問
題
の
ほ
と
ん
ど
を
解
決
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
」（
三
四
ペ
ー
ジ
）と
い
う
。

人
民
評
議
会
は
、
人
民
評
議
会
・
人
民

委
員
会
組
織
法
（
一
九
九
四
年
第
九
期

第
五
回
国
会
で
可
決
。
現
行
法
は
二
〇

〇
三
年
第
一
一
期
第
四
回
国
会
で
可
決

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
制
度
の
根
幹

は
維
持
さ
れ
て
い
る
）の
規
定
に
従
い
、

経
済
、
文
化
、
社
会
、
生
活
、
科
学
、

技
術
、
環
境
、
国
防
保
安
、
社
会
的
安

全
秩
序
、
民
族
政
策
、
宗
教
政
策
の
各

領
域
で
非
常
に
多
く
の
決
定
を
行
い
、

法
律
を
執
行
し
、地
方
政
権
を
構
築
し
、

行
政
的
地
境
を
管
理
す
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
決
定
は
人
民
評
議
会
の
各
会

期
で
行
わ
れ
る
も
の
の
、
人
民
委
員
会

に
よ
り
人
民
評
議
会
に
提
出
、
準
備
、

説
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
人
民
評
議

会
で
可
決
さ
れ
た
後
は
、
人
民
委
員
会

に
よ
っ
て
組
織
、
実
行
さ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、地
方
政
府
の
活
動
の
重
心
は
、

明
ら
か
に
人
民
委
員
会
の
活
動
自
身
に

あ
る
。
そ
の
た
め
、
人
民
委
員
会
の
活

動
は
、
人
民
評
議
会
の
地
位
、
役
割
を

か
す
め
さ
せ
、
人
民
評
議
会
の
『
実
権

で
は
な
い
権
力
（quyen luc m

a 
khong thuc quyen

）』
状
態
の
形
式

的
病
根
の
発
生
は
避
け
ら
れ
な
い
。
さ

ら
に
、人
民
委
員
会
は
政
府
の
統
一
的
、

集
中
的
領
導
を
受
け
る
地
方
国
家
行
政

機
関
と
い
う
位
置
付
け
に
あ
る
こ
と
か

ら
、
同
級
人
民
評
議
会
に
属
さ
な
い
、

多
く
の
管
轄
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
た

め
、
人
民
委
員
会
は
人
民
評
議
会
の
検

査
・
監
視
を
超
え
て
、
人
民
評
議
会
に

対
し
容
易
に
圧
力
を
行
使
で
き
る
。
こ

う
し
た
こ
と
は
、
形
式
的
で
あ
っ
た
人

民
評
議
会
の
活
動
を
、
益
々
形
式
的
な

も
の
に
す
る
」（
三
四
〜
三
五
ペ
ー
ジ
）。

　

二
つ
め
に
、
人
民
委
員
会
と
上
級
機

関
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
人
民
委
員

会
は
人
民
評
議
会
の
執
行
機
関
と
し
て

の
性
格
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
制
度
上
は

と
も
か
く
、
実
際
に
は
必
ず
し
も
上
級

機
関
と
の
関
係
は
権
威
・
服
従
関
係

（quan he quyen uy va phuc tung

）

に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
特
に
国
家
の

利
益
と
地
方
に
お
け
る
利
益
に
衝
突
が

生
じ
た
際
に
は
、
人
民
委
員
会
は
上
級

の
決
定
の
実
施
を
遅
ら
せ
る
か
、
も
し
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く
は
実
行
し
な
い
た
め
に
、
同
級
人
民

評
議
会
の
意
見
に
依
拠
す
る
形
を
容
易

に
取
り
得
る
。

　

以
上
の
考
察
に
基
づ
き
、
ト
ン
は
ベ

ト
ナ
ム
に
お
け
る
人
民
委
員
会
の
「
二

重
の
直
属
」
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
地
方

の
活
動
に
対
す
る
政
府
の
管
理
能
力
を

封
じ
込
め
、
衰
弱
さ
せ
、
二
つ
に
は
国

家
の
規
律
、
法
の
強
化
、
憲
法
、
法
、

上
級
国
家
機
関
の
文
書
実
行
に
お
け
る

地
方
の
責
任
が
確
立
出
来
な
い
状
態
を

招
く
、
と
考
え
る
（
三
五
ペ
ー
ジ
）。

⑶ 

県
級
の
問
題

　

そ
し
て
、
も
し
先
に
見
出
さ
れ
た
結

論
、
方
向
性
に
従
っ
て
、
人
民
評
議
会

の
地
位
・
性
質
が
刷
新
さ
れ
た
場
合
、

ど
の
レ
ベ
ル
に
も
人
民
評
議
会
を
設
置

す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
の
問

い
、
特
に
地
方
行
政
の
中
間
級
で
あ
る

県
級
人
民
評
議
会
の
合
理
性
・
効
果
に

つ
い
て
は
再
検
討
す
べ
き
で
は
な
い

か
、
と
の
問
い
か
け
を
行
う
。

　

故
ホ
ー
・
チ
・
ミ
ン
主
席
の
直
接
指

導
で
制
定
さ
れ
た
一
九
四
六
年
憲
法
で

は
「
省
・
市
、
市
社
、
社
に
お
い
て
普

通
選
挙
に
よ
り
直
接
選
出
さ
れ
た
人
民

評
議
会
を
設
け
る
」
と
さ
れ
て
い
た
例

が
紹
介
さ
れ
、
四
層
構
造
か
ら
三
層
構

造
へ
の
移
行
を
模
索
す
る
ト
ン
に
よ
る

問
い
か
け
が
ベ
ト
ナ
ム
の
伝
統
的
文
脈

に
お
い
て
素
地
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
発
想
を

す
る
背
景
に
は
、
経
済
・
社
会
発
展
の

具
体
的
な
歴
史
的
条
件
に
沿
っ
て
、
地

方
に
お
け
る
国
家
機
関
の
構
造
が
確
立

さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、「
膨
大
で
無
駄

が
多
く
、
本
当
に
効
率
的
で
は
な
い
形

式
病
は
避
け
る
必
要
が
あ
る
」
と
の
認

識
が
あ
る
（
三
六
〜
三
七
ペ
ー
ジ
）。

　

ト
ン
は
、
ど
の
レ
ベ
ル
で
人
民
評
議

会
を
組
織
す
る
必
要
が
あ
り
、
ど
の
レ

ベ
ル
で
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
の
か

と
い
う
設
問
を
設
定
し
、
ベ
ト
ナ
ム
の

地
方
行
政
級
を
構
成
す
る
省
級
、県
級
、

社
級
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
を
進
め

る
。

　

省
級
に
つ
い
て
は
、
中
央
と
地
方
の

架
橋
で
あ
り
、
地
方
制
度
の
始
ま
る
レ

ベ
ル
と
し
て
重
要
で
あ
り
、
中
央
の
政

策
・
法
律
を
初
め
て
地
方
で
生
活
す
る

民
に
伝
え
、地
方
で
中
央
の
政
策
路
線
・

政
策
を
具
体
化
し
、
実
行
組
織
す
る
の

に
際
し
て
重
要
な
役
割
を
持
つ
と
す

る
。
社
級
に
つ
い
て
は
、
国
家
権
力
体

系
の
最
終
レ
ベ
ル
で
あ
り
、
国
家
と
人

民
の
架
橋
で
あ
り
、
人
民
が
自
身
の
自

己
管
理
権
を
直
接
実
行
す
る
レ
ベ
ル
で

あ
る
と
し
て
重
視
す
る
。
そ
の
一
方
、

県
級
に
つ
い
て
は
中
央
か
ら
も
、
人
民

か
ら
も
離
れ
、
自
己
管
理
権
の
範
囲
、

程
度
を
確
定
す
る
こ
と
が
難
し
い
中
間

級
で
あ
る
と
し
て
、
県
級
人
民
評
議
会

の
設
置
は
必
要
な
い
と
結
論
付
け
る

（
三
七
〜
三
八
ペ
ー
ジ
）。

　

こ
う
し
て
、
ト
ン
は
「
県
級
人
民
評

議
会
を
廃
止
し
、
基
礎
レ
ベ
ル
（
社
級　

筆
者
注
）に
自
己
管
理
権
を
集
中
さ
せ
、

ま
た
、
省
級
人
民
評
議
会
に
つ
い
て
は

自
己
管
理
責
任
を
向
上
さ
せ
る
」
こ
と

を
自
身
の
最
終
提
案
と
す
る
（
三
八

ペ
ー
ジ
）。
そ
し
て
、
同
構
想
の
実
施

は
「
地
方
に
お
け
る
自
己
管
理
組
織
を

簡
素
化
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
国
家
と

人
民
を
結
び
つ
け
、
人
民
の
、
人
民
に

よ
る
、
人
民
の
た
め
の
国
家
で
あ
る
と

い
う
ベ
ト
ナ
ム
の
国
の
本
質
を
現
実
の

も
の
と
す
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
条
件
で

あ
る
」
と
し
て
い
る
（
三
八
ペ
ー
ジ
）。

四
　
不
組
織
と
す
る
論
拠
の
抽
出

　

こ
れ
ま
で
、
ト
ン
論
考
の
全
体
像
を

見
て
き
た
。
本
節
で
は
ト
ン
が
人
民
評

議
会
、
中
で
も
県
級
の
人
民
評
議
会
を

既
存
の
国
家
機
構
か
ら
取
り
除
く
べ
き

と
判
断
し
た
背
景
に
あ
る
論
理
、
ア
イ

デ
ア
に
焦
点
を
絞
っ
て
見
て
み
る
こ
と

に
し
た
い
。

　

ト
ン
は
先
に
見
た
よ
う
に
、
人
民
委

員
会
が
、
上
級
人
民
委
員
会
と
同
級
の

人
民
評
議
会
の
両
者
に
従
属
す
る
形
と

な
る
制
度
上
の
「
二
重
の
直
属
」
を
原

因
と
し
て
、
各
レ
ベ
ル
の
人
民
委
員
会

の
上
級
機
関
に
対
す
る
力
、
同
級
人
民

評
議
会
に
対
す
る
力
を
膨
張
さ
せ
、
結

果
と
し
て
地
方
割
拠
と
も
い
え
る
よ
う

な
状
態
を
招
い
て
い
る
と
考
え
る
。
こ

う
し
た
状
況
を
招
く
具
体
的
な
要
因
と

し
て
は
、
ひ
と
つ
に
は
上
級
機
関
と
の

関
係
に
お
い
て
、
人
民
委
員
会
は
中
央

政
府
か
ら
末
端
の
人
民
委
員
会
ま
で
権

威
と
服
従
に
よ
る
縦
の
ラ
イ
ン
で
制
度

上
は
結
ば
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、

人
民
評
議
会
の
執
行
機
関
と
い
う
立
場

を
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
後

者
の
立
場
を
強
調
す
る
こ
と
で
上
級
機

関
か
ら
の
指
示
に
従
わ
な
い
と
い
う
選

択
肢
も
留
保
し
て
い
る
こ
と
。
二
つ
に

は
同
級
人
民
評
議
会
に
対
し
て
は
、
人

民
委
員
会
が
同
級
人
民
評
議
会
よ
り
も

上
位
の
機
関
よ
り
発
す
る
ラ
イ
ン
に
連

な
る
機
関
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
人

民
評
議
会
の
会
期
に
提
出
す
る
諸
文
書

の
準
備
で
中
心
的
な
役
割
を
担
い
、
人

民
評
議
会
会
期
で
方
針
が
一
旦
可
決
さ

れ
れ
ば
、
そ
の
執
行
を
担
う
こ
と
に
な

る
た
め
、
実
質
的
に
は
人
民
委
員
会
が

人
民
評
議
会
に
対
し
て
優
位
に
立
つ
こ

と
に
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
地
方
の
執
行
機
関
で
あ
る
人
民

委
員
会
が
独
自
の
力
を
増
大
さ
せ
る
こ

と
は
、
中
央
が
進
め
る
、
中
央
の
方
針
・

政
策
が
地
方
に
速
や
か
か
つ
十
分
に
浸

透
し
得
る
、
一
国
家
と
し
て
の
機
能
的

か
つ
ま
と
ま
り
を
有
す
る
国
家
の
建
設

と
い
う
目
的
に
と
っ
て
、
け
っ
し
て
プ

ラ
ス
に
は
働
か
な
い
。
そ
こ
で
県
級
の

人
民
評
議
会
を
取
り
除
く
こ
と
に
よ

り
、こ
の
レ
ベ
ル
の
人
民
委
員
会
の「
二

重
の
直
属
」
を
解
消
し
、
中
央
政
府
か

ら
末
端
行
政
単
位
に
至
る
縦
の
ラ
イ
ン

の
強
化
を
図
る
と
い
う
方
向
性
が
見
出

さ
れ
る
。

　

な
ぜ
県
級
の
人
民
評
議
会
を
除
去
す

べ
き
対
象
と
考
え
た
の
か
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
現
在
ベ
ト
ナ
ム
の
国
家
機
構
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は
、
中
央
、
省
級
、
県
級
、
社
級
の
四

層
よ
り
な
っ
て
お
り
、
地
方
行
政
は
主

に
後
三
者
に
よ
り
担
わ
れ
る
。
省
級
は

中
央
の
す
ぐ
下
に
あ
っ
て
、
中
央
の
政

策
・
法
律
を
国
民
に
伝
え
、
浸
透
さ
せ

る
た
め
の
最
初
の
段
階
に
位
置
し
、
中

央
と
地
方
を
結
び
つ
け
る
役
割
を
有
す

る
。
す
な
わ
ち
、
中
央
の
政
策
を
地
方

の
文
脈
に
即
し
て
具
体
化
し
、
組
織
、

実
行
を
行
っ
て
い
く
重
要
な
役
割
を
持

つ
。し
た
が
っ
て
人
民
評
議
会
を
組
織
、

強
化
す
る
こ
と
は
欠
か
す
こ
と
は
で
き

な
い
（
三
七
ペ
ー
ジ
）。

　

末
端
行
政
単
位
で
あ
る
社
級
は
、
国

家
と
の
関
係
に
お
い
て
国
民
が
直
接
自

身
の
管
理
す
る
権
利
を
実
行
す
る
場
で

あ
る
。政
府
が
日
々
国
民
と
結
び
つ
き
、

交
流
、
対
面
し
、
国
民
の
権
利
を
守
り
、

そ
の
意
見
・
願
い
に
耳
を
傾
け
、
大
衆

運
動
を
直
接
組
織
す
る
レ
ベ
ル
で
あ

る
。
こ
の
レ
ベ
ル
の
人
民
評
議
会
は
、

重
要
な
自
主
管
理
、代
表
機
関
で
あ
り
、

現
体
制
に
お
け
る
民
主
の
本
質
を
表
す

も
の
で
も
あ
る
（
三
七
〜
三
八
ペ
ー

ジ
）。

　

一
方
、
県
級
は
中
央
か
ら
遠
く
、
社

級
か
ら
も
離
れ
た
中
間
級
で
あ
り
、
自

身
で
管
理
す
る
範
囲
、
程
度
を
定
め
る

こ
と
も
容
易
で
は
な
い
（
三
七
〜
三
八

ペ
ー
ジ
）。
そ
こ
で
、「
二
重
の
直
属
」

に
よ
り
生
じ
る
、
中
央
に
よ
る
地
方
の

統
一
的
管
理
を
妨
げ
る
要
因
を
可
能
な

範
囲
で
取
り
除
き
、
中
央
の
政
策
、
意

図
が
末
端
ま
で
貫
徹
し
や
す
く
さ
せ
る

た
め
に
は
、
県
級
の
人
民
評
議
会
を
廃

止
す
る
こ
と
が
得
策
で
あ
る
と
い
う
結

論
が
導
き
出
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

最
初
に
第
一
二
期
第
四
回
国
会
に
お

い
て
二
〇
〇
八
年
一
一
月
一
五
日
に
試

験
的
な
実
施
が
決
め
ら
れ
た
県
、
郡
、

坊
に
お
け
る
人
民
評
議
会
の
試
験
的
な

不
組
織
の
内
容
に
つ
い
て
見
た
。
つ
ぎ

に
、
予
想
さ
れ
る
影
響
の
大
き
さ
に
鑑

み
、
考
察
の
対
象
を
県
、
郡
に
関
わ
る

動
き
に
限
定
し
、
県
級
人
民
評
議
会
の

不
必
要
性
に
つ
い
て
今
回
の
試
験
的
実

施
が
行
わ
れ
る
一
〇
年
以
上
前
か
ら
論

じ
て
い
た
ト
ン
論
考
に
注
目
し
、
な
ぜ

県
、
郡
の
人
民
評
議
会
の
不
組
織
が
試

験
的
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

か
、
そ
の
ア
イ
デ
ア
の
論
拠
に
つ
い
て

理
解
し
よ
う
と
努
め
て
き
た
。

　

今
回
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
県
、
郡
の

人
民
評
議
会
不
組
織
の
試
み
が
実
施
さ

れ
る
背
景
に
は
、
上
級
機
関
・
同
級
人

民
評
議
会
か
ら
の
人
民
委
員
会
に
対
す

る
指
導
、
管
理
が
「
二
重
の
直
属
」
を

起
因
と
し
て
十
分
機
能
し
な
く
な
る
状

況
を
、
地
方
に
お
け
る
自
己
管
理
を
損

な
わ
な
い
形
で
取
り
除
き
、
国
家
機
構

上
、
行
政
上
の
「
無
駄
」
を
排
除
す
る

と
と
も
に
、
中
央
政
府
か
ら
末
端
行
政

単
位
に
い
た
る
縦
の
ラ
イ
ン
の
統
一

性
、
機
能
性
を
強
化
す
る
方
途
を
模
索

し
よ
う
と
の
狙
い
が
あ
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
本
稿
で
は
特
に
論
じ
な
か
っ

た
が
、
都
市
部
の
末
端
行
政
単
位
で
あ

る
坊
に
お
け
る
人
民
評
議
会
の
不
設
置

の
試
み
も
同
じ
狙
い
の
下
に
実
施
さ
れ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
も

し
今
回
の
試
験
的
実
行
に
お
い
て
、
十

分
な
成
果
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ

ば
、
同
施
策
は
正
式
な
方
針
、
政
策
と

し
て
ベ
ト
ナ
ム
全
土
で
実
施
さ
れ
る
可

能
性
が
高
ま
る
。

　

ベ
ト
ナ
ム
は
二
〇
二
〇
年
に
工
業
国

に
な
る
と
の
目
標
を
掲
げ
、
工
業
化
・

現
代
化
を
進
め
て
い
る
。
国
際
経
済
参

入
が
一
層
本
格
化
す
る
中
で
、
中
央
政

府
を
中
心
と
し
て
よ
り
効
率
的
、
的
確

に
機
能
し
得
る
国
家
機
構
作
り
を
目
指

し
て
今
後
も
模
索
が
続
け
ら
れ
る
と
思

わ
れ
る
。

　

ベ
ト
ナ
ム
の
人
々
は
さ
ま
ざ
ま
な
意

味
で
変
化
の
た
だ
中
で
暮
ら
し
て
い
る

（
二
〇
一
〇
年
六
月
九
日
脱
稿
）。

（
て
ら
も
と　

み
の
る
／
ア
ジ
ア
経
済

研
究
所
東
南
ア
ジ
ア
Ⅱ
研
究
グ
ル
ー

プ
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本
稿
ゲ
ラ
確
認
作
業
中
の
二
〇
一
〇

年
一
〇
月
七
〜
一
四
日
に
開
か
れ
た
第

一
〇
期
第
一
三
回
ベ
ト
ナ
ム
共
産
党
中

央
委
員
会
総
会
冒
頭
の
開
幕
演
説
に
お

い
て
、
ノ
ン
・
ド
ゥ
ッ
ク
・
マ
イ
ン
書

記
長
は
、
県
、
郡
、
坊
人
民
評
議
会
不

組
織
の
試
験
的
実
行
中
央
指
導
委
員
会

が
第
一
段
階
の
総
括
を
行
い
、
実
行
一

年
半
を
経
て
、
同
施
策
を
国
家
行
政
機

構
改
革
実
行
の
要
請
、
社
会
主
義
志
向

市
場
経
済
の
発
展
に
相
応
し
く
妥
当
な

も
の
と
し
て
評
価
し
て
い
る
こ
と
、
地

方
に
お
い
て
も
同
試
み
の
継
続
的
な
実

施
を
ほ
と
ん
ど
の
幹
部
・
党
員
・
人
民

が
支
持
し
て
い
る
こ
と
、
に
言
及
し
て

い
る
。

　

結
局
、
同
党
中
央
委
総
会
の
議
論
で

は
、
最
終
的
な
結
論
を
出
す
に
は
ま
だ

時
期
尚
早
と
の
判
断
に
到
り
、
同
実
験

を
引
き
続
き
実
行
す
る
と
の
結
論
が
出

さ
れ
た
。

　

最
後
に
、
初
め
て
ト
ン
論
考
に
接
し

た
海
外
派
遣
中
に
ご
理
解
、
ご
協
力
を

い
た
だ
い
た
皆
様
、
本
稿
の
検
討
者
、

編
集
の
労
を
執
っ
て
い
た
だ
い
た
皆
様

に
対
し
、記
し
て
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。


